
富 士 宮 市 建 設 工 事 検 査 実 施 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 富 士 宮 市 建 設 工 事 検 査 規 程 (平 成 ２ ０ 年 富 士 宮

市 規 程 第 ３ 号 。 以 下 「 規 程 」 と い う 。 )の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 検 査 員 の 指 名 ）  

第 ２ 条  検 査 員 の 指 名 の 時 期 は 、 次 の と お り と す る 。   

⑴  完 成 検 査   

受 注 者 か ら 工 事 完 成 届 及 び 指 定 部 分 完 成 届 の 提 出 が あ っ た と

き 。   

⑵  既 済 部 分 検 査  

ア  部 分 使 用 の 場 合 に あ っ て は 、 部 分 使 用 を し よ う と す る と き 。  

イ  損 害 金 を 徴 収 し て 契 約 期 間 を 延 長 す る 場 合 に あ っ て は 、契 約

期 間 の 延 長 を 承 認 し よ う と す る と き 。   

ウ  施 工 中 止 の 場 合 に あ っ て は 、 中 止 し よ う と す る と き 。   

エ  契 約 解 除 の 場 合 に あ っ て は 、 契 約 を 解 除 し よ う と す る と き 。  

⑶  中 間 検 査 、 材 料 検 査 、 材 料 製 造 検 査   

  監 督 員 か ら 検 査 の 要 請 が あ っ て 、工 事 検 査 課 長 が 、検 査 の 実

施 を 必 要 と 認 め た と き 。  

⑷  部 分 払 い 検 査  

  部 分 払 い の 場 合 に あ っ て は 、受 注 者 か ら 出 来 形 検 査 申 請 の 申

出 が あ っ た と き 。  

（ 入 札 結 果 及 び 変 更 契 約 の 通 知 ）   

第 ３ 条   契 約 担 当 課 長 は 、規 程 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 検 査 を 必 要 と す る

工 事 等 の 入 札 を 行 い 契 約 （  変 更 契 約 を 含 む 。） を 締 結 し た と き は 、

直 ち に 工 事 検 査 課 及 び 工 事 担 当 課 へ 通 知 す る も の と す る 。   

（ 検 査 の 依 頼 ）   

第 ４ 条  工 事 担 当 課 長 は 、規 程 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 検 査 を 必 要 と す る

場 合 、検 査 執 行 依 頼 書 に 関 係 書 類（ 契 約 図 書 、出 来 形 図 、工 事 記 録 、

工 事 写 真 等 ） を 添 え て 工 事 検 査 課 長 に 依 頼 す る も の と す る 。  



２  前 項 の 依 頼 を 受 理 し た 工 事 検 査 課 長 は 、検 査 日 時 及 び 検 査 員 氏 名

を 記 し た 検 査 執 行 通 知 書 に よ り 、工 事 担 当 課 長 に 通 知 す る も の と す

る 。   

（ 検 査 の 時 期 ）   

第 ５ 条   検 査 は 、 次 に 掲 げ る 期 間 内 に 行 う も の と す る 。   

⑴  完 成 検 査  完 成 届 を 受 理 し た 日 か ら １ ４ 日 以 内   

⑵  既 済 部 分 検 査  出 来 形 確 認 請 求 書 に よ る 請 求 を 受 け た 日 か ら  

１ ４ 日 以 内  

⑶  中 間 検 査  検 査 員 指 名 後 遅 滞 な く  

⑷  材 料 検 査  請 求 を 受 け た 日 か ら ７ 日 以 内  

⑸  材 料 製 造 検 査  出 来 形 確 認 請 求 書 に よ る 請 求 を 受 け た 日 か ら  

１ ４ 日 以 内  

⑹  部 分 払 い 検 査  出 来 形 確 認 請 求 書 に よ る 請 求 を 受 け た 日 か ら  

１ ４ 日 以 内  

２   工 事 担 当 課 長 は 、検 査 日 が 決 定 さ れ た と き 、遅 滞 な く 監 督 員 を 経

由 し て 受 注 者 に 通 知 す る も の と す る 。   

（ 検 査 の 立 会 ）   

第 ６ 条   検 査 員 は 、当 該 工 事 担 当 課 長 又 は そ の 代 理 者 並 び に 監 督 員 及

び 受 注 者 そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 関 係 者 を 立 ち 会 わ せ 、当 該 工 事 の

関 係 書 類 そ の 他 必 要 な 物 件 を 提 示 若 し く は 提 出 さ せ 、又 は 事 実 の 説

明 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 検 査 実 施 の 原 則 ）  

第 ７ 条   検 査 は 、現 地 に お い て 工 事 等 の 出 来 形 を 対 象 と し 、契 約 図 書

等 と 対 比 し て そ の 位 置 、 形 状 、 寸 法 等 の 相 違 並 び に 品 質 及 び 性 能 そ

の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 確 認 す る も の と す る 。   

２  検 査 に 際 し て 、地 下 又 は 水 中 等 に あ っ て 外 部 か ら 検 査 を 行 い 難 い

部 分 に つ い て は 、 当 該 工 事 等 の 受 注 者 の 説 明 、 工 事 記 録 、 写 真 等 に

よ り 確 認 す る も の と す る 。   

３  前 項 の 検 査 に 当 た り 必 要 が あ る と き は 、 工 事 の 施 工 部 分 を 破 壊 、

分 解 及 び 試 験 を し て 検 査 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。   



４  検 査 員 は 、検 査 以 外 に お い て も 工 事 が 契 約 書 及 び 約 款 並 び に 設 計

書 等 に 基 づ き 適 正 に 施 行 さ れ て い る か ど う か 確 認 す る た め 、随 時 調

査 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 検 査 の 報 告 ）   

第 ８ 条   検 査 員 は 、工 事 の 検 査 を 行 っ た と き は 、検 査 復 命 書 を 作 成 し 、

工 事 検 査 課 長 に 速 や か に 報 告 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

検 査 の 結 果 そ の 給 付 に 不 完 全 な 部 分 が あ る と 認 め た と き は 、検 査 復

命 書 に 添 え て 修 補 を 報 告 す る も の と す る 。  

（ 検 査 の 中 止 ）   

第 ９ 条  検 査 員 は 、検 査 を 行 う 際 、受 注 者 、現 場 代 理 人 又 は 主 任 技 術

者 等 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を し た と き は 、検 査 を 中

止 す る 事 が で き る も の と す る 。   

⑴  検 査 の 立 会 を 拒 ん だ と き 。   

⑵  検 査 員 の 職 務 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は そ の 指 示 に 従 わ な か っ

た と き 。  

（ 臨 機 の 措 置 ）  

第 １ ０ 条  検 査 員 は 、 検 査 に 当 た り 、 事 態 が 重 大 で あ り 、 か つ 、 処 理

に 急 を 要 す る と 認 め る 事 項 が あ る と き は 、直 ち に 工 事 検 査 課 長 に 報

告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 検 査 結 果 の 通 知 等 ）   

第 １ １ 条  工 事 検 査 課 長 は 、検 査 の 結 果 及 び 工 事 目 的 物 の 引 渡 し の 時

期 を 検 査 結 果 通 知 書 に よ り 関 係 課 長 及 び 受 注 者 に 通 知 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 

 

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

 


